
 
 

第９９回 周防大島町農業委員会総会 

 

１ 開催日時 令和６年１月１５日（月）午前９時３０分から１０時３０分 

２ 開催場所 久賀庁舎 ３階 会議室 

 

３ 出席農業委員 （１２人） 

１番 宮本 平 

２番 岡﨑 裕一 

４番 沖村 和哉 

５番 角井 雅之 

６番 小栁 貴史 
７番 袴田 光夫 

８番 大内 清香 

９番 岡村 淳史 

10 番 藤元 敬介 

11 番 東谷 邦夫 
13 番 田中 豊文 

14 番 廣岡 隆義（会長） 

 

 

４ 欠席農業委員 （２人）                    

３番 大谷 正樹 

12 番 沖 貴美枝 

 

 

                        

５ 出席要請農地利用最適化推進委員 （０人） 

 

 

６ 欠席農地利用最適化推進委員     （０人） 

                      

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

７ 議事日程 

 

  第 1 議事録署名委員の指名  

 

議案 第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 

 

議案 第２号 農地法第５条の事業計画変更承認申請（期間の延長）に 

ついて 

 

審査会１   農業委員提案事案の審議取扱要領の策定について 

 

審査会２   農地現況証明願による現況証明について 

 

そ の 他    諸連絡 

 

 

８ 農業委員会事務局職員 

   事務局長  中村 晴彦 

   書記    小田 康雄 

   書記    泉口 洸平 
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議長 

 

 

事務局 

 

 

議長 

 

 

それでは、只今より第 99 回周防大島町農業委員会総会に入らせていただき

ます。本日の附議事項は、議案３件、審査会１件、報告事項２件その他諸連

絡となっております。慎重審議のうえ、決定をいただくようお願い申し上げ

ます。それでは、本日の出席者についてご報告いたします。在任する農業委

員総数は１４名、本日の出席委員１２名、欠席委員２名、本日出席要請をし

た農地利用最適化推進委員は０名です。よって、農業委員は過半数の出席で

すので、周防大島町農業委員会会議規則第８条の規定により、総会は成立を

しております。次に、議事録の署名人を指名いたします。本日の議事録署名

人は、農業委員６番小栁委員と１３番田中委員によろしくお願いいたします。

それでは、議事に入ります。日程１、議案第１号、農地法第３条の規定によ

る許可申請№１について、事務局より説明をお願いします。 
 
はい。議案第１号、農地法第３条の規定による許可申請について、№１、申

請人、譲受人、周防大島町久賀●●●●、譲渡人、神奈川県横浜市●●●●、

申請地、大字久賀、字森久保西、地番●●●●、地目畑、面積 706 ㎡です。

契約の内容につきましては、贈与による所有権の移転です。経営面積は、現

在 374 ㎡、取得後は 1，080 ㎡です。それでは、農地法第３条第２項各号の

事項について説明します。議案説明資料は、１ページから４ページをご覧く

ださい。本事案については、所有権移転仮登記を済ませていた申請地を譲受

人が譲り受けるものであります。まず、第１号の全部効率利用要件について

は、営農計画書の農機具の保有状況や、労力の確保方法、作目及び利用計画

からみて、権利取得後も農地を効率的に利用すると考えます。次に第２号の

農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する規定については、今回は個人

ですので該当しません。次に第３号の信託の引受けによる権利取得について

も該当しません。次に第４号の農作業常時従事要件ですが、世帯の従事日数

から見て、耕作に必要な日数について従事すると判断されます。次に第５号

の転貸禁止要件についても該当しません。次に第６号の地域調和要件ですが、

柑橘や季節野菜を栽培する計画であるため、周辺農地の効率的かつ、総合的

な農業利用に支障は生じないと考えます。以上のことから農地法第３条第２

項各号には該当せず、許可要件は満たしていると考えます。説明は以上です。 
 
この案件担当委員は沖委員でございますけど先ほど急きょ欠席ということで

連絡がありましたので補足説明については事務局から報告申し上げます。 
 
はい。家の隣に位置しており、家が建ってからずっと讓受人が管理している

ため問題ないという報告を受けております。 
 
ただいまの事務局の説明で、ご質問などはございませんか。 
 
（質問等なし） 
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議長 

 

 

 

 

 

ご質問なども無いようですので採決をいたします。本件を許可することに賛

成の方は、挙手をお願いいたします。 
 
（挙手全員） 
 
挙手全員であります。よって、本件を許可することに決定いたします。続い

て、№２について、事務局より説明をお願いいたします。 
 
議案第１号農地法第３条の規定による許可申請について、№２、申請人、譲

受人、広島県広島市●●●●、譲渡人、山口県平生町●●●●、申請地、大

字西三蒲、字登遊、地番●●●●、地目畑、面積 53 ㎡他 4 筆、合計 752 ㎡

です。契約の内容につきましては、売買による所有権の移転です。経営面積

は、現在 4，560 ㎡、取得後は 5，312 ㎡です。それでは、農地法第３条第２

項各号の事項について説明します。議案説明資料は、５ページから９ページ

をご覧ください。本事案については、申請地を開墾し柑橘を栽培したい譲受

人の要望に対し、譲渡人が応えるものであります。まず、第１号の全部効率

利用要件については、営農計画書の農機具の保有状況や、労力の確保方法、

作目及び利用計画からみて、権利取得後も農地を効率的に利用すると考えま

す。次に第２号の農地所有適格法人以外の法人が権利を取得する規定につい

ては、今回は個人ですので該当しません。次に第３号の信託の引受けによる

権利取得についても該当しません。次に第４号の農作業常時従事要件ですが、

本人の従事日数から見て、耕作に必要な日数について従事すると判断されま

す。次に第５号の転貸禁止要件についても該当しません。次に第６号の地域

調和要件ですが、柑橘を栽培する計画であるため、周辺農地の効率的かつ、

総合的な農業利用に支障は生じないと考えます。以上のことから農地法第３

条第２項各号には該当せず、許可要件は満たしていると考えます。説明は以

上です。 
 
引き続きまして、地区担当の９番岡村委員からその後の補足説明などがあり

ましたらお願いいたします。 
 
先日推進委員さんと一緒に現地を見に行きました。すぐ隣に譲受人の田があ

って管理しているので問題ないと思います。 
 
ただいまの事務局及び担当委員の説明でご質問などはございませんか。 
 
（質問等なし） 
 
ご質問なども無いようですので、採決をいたします。本件を許可することに

賛成の方は、挙手をお願いいたします。 
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（挙手全員） 
 
挙手全員であります。よって本件は、許可することに決定をいたします。 
続いて、日程２、議案第２号、農地転用等の事業計画の変更の承認について、

事務局より説明をお願いします。 
 
はい、議案第２号、農地法第５条の事業計画変更承認申請（期間の延長）に

ついて、№１申請人、譲受人広島県広島市●●●●、申請地大字志佐字遠田

浜地番●●●●、地目畑、面積、1，100 ㎡他２筆合計 2，428 ㎡です。事業

計画はキャンプ施設で変更の区分は期間延長です。変更前の進捗状況として

は 20％です。変更内容として期間が令和５年４月 24 日から令和５年７月 23
日の所を令和５年４月 24 日から令和６年 12 月 31 日までの期間延長となっ

ています。続いて事業計画の変更の内容について説明します。資料は９ペー

ジから１２ページをご覧ください。本事案については、昨年４月 14 日の総会

において、ご承認いただき、令和５年４月 24 日付け指令 令５周防農水第５

号の５の３で許可された後に、工事の終期を変更するもので、令和５年７月

23 日までのところを約１年５ヶ月間延長し、令和６年１２月３１日までとす

る「事業計画変更申請」になります。内容は、キャンプ場施設として利用す

るものです。工事途中で事業再構築補助金の申請を行うこととなり、それに

伴い工事を中断しなければならなくなったため、この度の計画変更が申請さ

れています。 
 
引き続きまして、地区担当の７番 袴田委員から、その後の補足説明などが

ありましたらお願いいたします。 
 
以前これ出ておった物件ですけど今言われたようにちょっと中断をしており

ます。その時に県道側に石組みをした擁壁、背の高さ１m50 くらいの擁壁を

組みあげておったんですけど、田中委員さんからあれちょっと強度はどんな

もんかというので確認をということであったんですが、事務局の方でその辺

の対応はしますということで、私は直接この会社の人は広島ですので会うこ

ともないので事務局の方にお任せして対応していただいたところです。別に

荒れ地であるよりかはちょっとでもこういう形で利用ができればいいかなと

いう感じです。以上です。 
 
ただいまの事務局及び担当委員の説明で、ご質問などはございませんか。 
田中委員。 
 
昨年の 7 月 23 日が当初の工期末で今回 12 月に申請が、変更申請延長申請が

出されたということでその間申請者に対してどのような指導がされてきたの
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議長 

 

１３番 

 

かちょっと事務局からご報告をお願いします。それと事務局についてはです

ねこの当初の 7 月 23 日までに終わっていれば完了報告がされるんでそれが

されていないということは事務局は工期が終わっているということは把握し

ていたんじゃないかと思いますが、その辺について経緯を少し詳しく教えて

ください。 
 
事務局お願いします。 
 
はい。昨年の７月 23 日までという期間までで事業が進んでいなかったので

電話でまず確認しました。申請者に対し。その際にちょっと計画が変更して

ということで直接来庁してくださいということで、期限が過ぎてしまってか

らの来庁になってしまったんですが。その際に基本的にはキャンプ施設の工

事についてはそのまま行う予定ではあるんですが申請の内容に書いてあると

おり事業再構築補助金の申請を行うという予定があって工事ができないとい

う話でした。でしたら工事期間の延長に伴う事業の計画の変更を行ってくだ

さいという指導をさせていただいて、遅くはなってしまったんですが１２月

の申請に至った経緯がございます。以上です。 
 
田中委員。 
 
今のご説明だと当初の工期が終わってから計画変更等の指導をしたというこ

とだったと思うんですが先ほども申しましたようにですね、事務局には完了

報告がされるものなので工期末に終わっていないということはそれが出てい

ない、完了報告がされてないということは工期末にまだ終わっていないとい

うことが明白なのでその辺は事務局は把握できなかったということなのかそ

れともそれはもう了解したうえでのこの手続きなのかちょっとその辺を教え

てください。 
 
おっしゃる通りで、今回は本来でいえば工期の期間が終わるまでに工期の終

期の変更の申請を出していただくようにはなるんですが遅くなってしまった

ことは今回の手続きとしてはよくなかったと認識しています。直接お話しさ

せていただいて工事期間の延長の申請は何回も早く出してくださいと催促は

させていただきました。なかなか出てこなかったのでなぜ遅くなったかとい

うのと今後こういうことがないようにという書類も併せて出していただくと

いうことでお願いしております。 
 
田中委員。 
 
まあこういった案件２件目なんですが最近ですね私が知る限り。まあ再発防

止策ということにもなると思うんですが先ほどから申し上げている通り事務
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議長 
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局はまあ担当委員の責任というか役割ですよというご説明もいつかありまし

たけれどまあ事務局もそういった形で物理的にですね工期が終わっているこ

とがわかるのですからその辺は事務局だけに責任があるというわけではない

んですけれど総会で例えば工期もう終わってますよということは総会に報告

なりをしてですね情報共有をされるべきじゃないかと思いますけどその辺は

ですねまあ今後の再発防止を含めてですねどういう風な形で今後やっていく

のかその辺の考えがあれば方針があればですねちょっと教えていただきたい

と。 
 
この案件については気になって確認をした限りから言うと農地法関係事務処

理要領の 158 ページに農地転用許可後の事務処理要領が載っています。そこ

の中で書いてあるのは事業実施の督促と事業実施の催告なんです。催告をし

てでも催告に変わる部分が事業計画変更の手続きを取らせるとなっていま

す。逆にそれぐらいしか書いていない。田中委員のご提案があれば具体的に

それをどうやったらいいのかご提案いただけませんか。角井委員からご提案

があった案件、今回この後で審議する案件につながる部分なんですけど。田

中委員としてどう思うのかそのあたりを提案いただいた方が審議が進みやす

いと思うんですけど。農地転用許可後の処理要領はザクっとしたことしか書

いていませんからもうちょっとこれは細かく定めるべきだというご提案かと

思いますけど。田中委員。 
 
もちろん最終的にはですねこの事務処理要領を補強っていうんですかね改正

して細かなことを決めていくべきだというのは前々から申し上げております

のでまあその辺は提案しろというんだったら提案をしますが。今申し上げて

いるのは工期が終わっているのは明白だったんだからまずは総会への情報共

有総会へ報告するとかこの案件は工期が終わっている、今申請者を呼んで事

情を聴取してますとかそういった情報共有をすべきではないんですかという

ことを申し上げたんですが。その辺どうされるのか事務局として特にお考え

がないんであれば別に答弁はいりません。で今後私の方で提案しろというん

だったらそれもやぶさかではありませんのでそういうことで質問は終わりま

す。 
 
ご提案いただいた方がいいと思います。お願いできませんか。こうやったら

いいじゃないかということに関して。そのあたりを含めて角井委員が提案さ

れておる話ですから。田中委員。 
 
もちろんします。そりゃあしろというんならしますが現実として工期が終わ

っているというここで情報共有されている課題なんでそれは皆さんこの総会

の皆さんが私に中身を考えろということであればですねそりゃあ考えますけ

ど。まずはこの総会でどうするのか私はその提案する内容でそれをたたき台
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にして議論するということであればそういう形を取りますが私が言っている

のはその細かい話じゃなくてまず情報共有すべきじゃなかったんですかとい

うことを申し上げているだけなんでですねそれについて事務局の考えがあれ

ばお聞かせくださいという質問をしただけなんです。でなければなくていい

ですと現時点では。 
 
角井委員。 
 
今その事務処理要領の範疇には記載がなかったということで、その告知が遅

れた不備というのはあったんだと思うんですけど。そもそもとして私らに知

らせるべきっていう文脈もないはないんです。今の所。周知が遅れたことに

よってここまでずれてしまったっていうのが問題であるっていうのは確かに

ごもっともだと思うのでまずそれこそ事務局の方へ、あくまで農業委員会と

してのどうするのかっていう話に今後なってくるんだと思いますのでやはり

こちら側からご提案をさせてもらってそれこそ田中委員さんにたたき台を作

っていただいたりとかで案を出していただいてそれを基に現実的には事務局

の負担が多すぎませんかとか逆にここはもう少し頑張っていただいた方がい

い部分ですよねとかそういった提案がこちらでまたたたいてより良い案にで

きていくと思いますので。ここでそれこそ事務局がどうしますといったとこ

ろで結論が出るとも思えないので次回の審議会に回してより話していったほ

うがいいかなと思います。 
 
田中委員。 
 
私が先ほどから質疑をしているのは事務局にどうこうせいっていう話じゃな

いんです。今回のことは情報共有、総会へなぜ工期が終わっているってこと

を報告されてなかったのかということでそういったことをこれでもういいん

だと言われるんならそれでいいし事務局の考えを聞きたいだけなんで。いや

いや今後そういったことがないようにまた３件目が出ないように何らかの再

発防止策を講じる必要があると考えているのかどうかそこだけをお聞きした

いんですよ。それ言ってもらえればそのさっきからなんかたたき台を作ると

かそういった話はその後のことなんで。とりあえずそれだけ聞いたら私はこ

の場はいいんでちょっとそこだけそういう気がそうするべきだとお考えなの

かどうか。でたたき台を作るにしてもそれは総会でですねそういったものを

作って私が総会からも求められたようにたたき台を作ってということもなか

なか難しいんでですね総会でたたき台を作って審議議論しましょうというこ

とであればそれはそういう方向でやればいいんですがとりあえず事務局とし

てそういった方向でやっていく方がいいと考えられてお考えなのかどうかそ

こだけちょっと聞かしてください。 
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議長 

 

そこは先ほど回答済みじゃあないですか。最低限再発防止策を講じるべきだ

という話がありましたから。 
 
そうですね。再発防止策っていうことは必要だと思うのでその方法について

はどうするかっていうのは検討させていただけたらと思っています。 
 
それと最終的には総会で協議するにしても何らかの形でたたき台がいる。そ

のたたき台について事務局が作成するのか田中委員に作成をお願いするのか

が課題になるんだろうと思うんですが。農業委員からご提案があった協議の

方法論については角井委員が前回から提案している案件に通じる案件かと思

いましたから。どうされますか。再発防止策を何らかの形で講じなければい

けないっていうのは全員の共通認識だと思いますので。 
 
今回の問題というのはやはり進捗状況の報告とか完了報告というのは事務局

の方に一番最初に出てくるんでそこの管理がうまくいってなかったというの

がまず第一だろうというのは事務局としても言い訳はできないところだろう

と考えています。まず再発防止の一番大事なところはその辺の経過をいつま

でには完了届が出てなければいけないというのを確実に管理していくという

こと、これが大事だということでですねまずはそれを確実にやっていくよう

にさせていただきたいと思います。それとあとこちらの方が指導しても今回

のようになかなか新たな計画変更とかいうのが出てこなかったという場合に

は、これは田中委員さんがおっしゃられたようにやはり総会の方に進捗状況

のご報告とかは必要だと思いますので今後はそのようにやっていきたいと考

えています。 
 
今局長からご答弁がありましたけれどそれについて何かご意見がありました

ら。宮本委員。 
 
事務局の動きとしてはそれでいいと思います。あとは担当委員が案件を管理

する責任を持つというところで一応進捗状況の確認、事務局と担当委員との

進捗の確認情報のやりとり、あとこういう計画を許可した農業委員会として

の責任とかそういったものをきちっとそれぞれが責任を果たすという意味で

は許可したものが正しく進んでいるっていうのを共有するっていうのは大事

なことですので。どういった形で共有するかというのは検討は必要ですけど

総会の時に工期が終わりそうな計画がありますとかその程度でもいいので何

か総会の時にちょっとお知らせがあれば少しでも現状よりかはみんなでの責

任を果たすことにつながるんじゃないかなと思いました。 
 
当面許可後の事務処理要領の中では進捗状況に関しては許可後３か月及び１

年ごと進捗状況報告をするというルールは定まってますけれどもそれ以外に
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議長 
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議長 
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ある程度適宜の報告を求めるという話になるのか。一応そのあたりをもう少

しどこまで定めるかはあるのかもしれませんが。 
 
一個一個っていうよりは終わるものが何件ありますとか何かそういうレベル

でもいいので。数が多くないので個別案件になることが多いと思いますけど

何か意識する機会が総会の中でもあればいいんじゃあないかと思います。 
 
一応宮本委員からの提案を受けて今後転用案件に関しては事業完了間近にな

った案件があればそれぞれ総会の中で報告する、注意喚起を含めた報告にな

るかもしれませんけどそういうことを心がけていくということでここ収めた

いかと思いますけど何かご意見がありましたら。そのほかのご意見がないよ

うでしたら採決をいたします。本件を許可することに賛成の方は、挙手をお

願いいたします。 
 
（挙手全員） 
 
挙手全員であります。よって、本件を許可することに決定いたします。 
続いて日程３、審査会１に移ります。農業委員提案事案の審議取扱要領の策

定について事務局より説明をお願いいたします。 
 
角井委員より提案のありました農業委員会総会での運営について、先月の総

会の審議事項を踏まえ修正しております。この策定案について、審議事項と

して挙げさせておりますので、ご審議のほどよろしくお願いいたします。以

上です。 
 
本件についてご質問がありましたらお願いします。田中委員。 
 
最初にですね通告してないことなんで申し訳ないんですがこの要領はまあ例

えば事務局とか会長から提案があるということもこれ含まれるということで

よろしいんでしょうか。 
 
農業委員ということですから会長であっても農業委員の一人ですよね。会長

権限があるどうのこうのでなく。だからそこまではあると理解しています。

事務局に関しては農業委員ではありませんから農業委員提案の案件と理解し

ています。 
 
ということはですね例えばまあ１１月から総会運営の方法が変わってます。

こういったことをですね例えばこれはもう総会のということよりはまあ通達

みたいな形で一方的に決められたんですがこういうことは本来総会に諮るべ

きじゃないかと思いますけどまあ例えば事務局からこういった今後こうしま
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議長 

 

 

１３番 

 

 

 

 

 

 

 

すということを通告すればまあこういった要領に従わなくてもいいというこ

とであれば例えば私が事務局にお願いしてこういうことにしてくださいねと

いう形で提案をしてもらえればこの要領の範疇ではないということになると

いうことなんですかね。 
 
あくまでこの案件は農業委員が提案をした案件です。ですから総会の方法論

を変えた１１月総会の時に変えたその時点で最初に報告申し上げたつもりで

すけど、私から。こうやって協議会と総会を変えますよというのはご報告申

し上げたつもりです。 
 
もちろんそういう風に言われましたけど。いやいや私が言っているのはです

ねこの取扱要領で委員からの提案はこういう形で事務処理要領に乗っ取って

審議しますよと提案して審議します。で同じ提案をしてもですねこの要領に

基づかずに例えば事務局を経由して事務局から出してくださいねといった形

で出してもらえればそれはこの要領の範疇ではないから審議しなくていいと

いうことになってしまうんじゃないんですかねということを申し上げている

んですが。 
 
角井委員。 
 
今この要領に乗っ取ってやらなくてもいいのかどうなのかという話をされて

るんですけどそもそもこの要領というのはまだ決議を通っていないので、ま

だこれに従ってやる必要というのは現時点ではないはずです。 
 
いやいや１１月の話じゃなくて今後の話。 
 
今後は決を採った後であれば少なくとも過半で通った場合には原則これにの

っ取ってやっていただくという形にはなるんじゃないかと思います。 
 
田中委員が言うように事務局を通じて提案する案件も協議の中にいれてくれ

ということで決定されれば対象になるということですね。その議決次第。 
 
だから同じ提案をしてもですね脱法行為ではないですけどこの要領に従って

この提案を出して総会で議論してくださいねというのがこの要領。これを事

務局に渡して事務局から提案してくださいねっていったら総会の審議を経ず

に決まってしまうということになったらこの要領の意味がなくなってしまう

んじゃないんですかね、その辺の扱いはどうするんですか。これも事務局に

含めるとか含めないとか私はそういうことを言ってるんじゃなくてその辺は

どういう風に切り分けるっていうか整理するんですかねということをお聞き

してるんですが。 
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今回この取扱要領ですか、これの趣旨が１，２，３と項目別に書かれている

んですけれどもこういった農業委員が提案する案件これについて事務局にま

ず出します。事務局が３項目になるんですけど議案の審査こういう項目が書

かれてますけどこれを見ますと会長並びに職務代理者が必要に応じ助言等を

提案者に行ったうえ審議可能な案件であるかどうかこれを提案者に通知す

る、その決定を。こういう文書で始まってるんですけどなぜ農業委員会でみ

んなが意見出し合って審議しないんですか。先に結論ありきである程度まと

めて固めたやつを議案に載す。そうしたらあとは採決のみで中身の提案の趣

旨になりますね。それと５番目に取り組み・ルール・基準については今回限

りの限定版ですよと。３期３年ですか。こんな限定的なものをなぜこの周防

大島町農業委員会だけに限られた制度ルール作りをするのか甚だ疑問であり

ます。もともと私も今回農地六法に書かれている農業委員会第７章から始ま

ってますけどこういったルール規則あります。それとまた周防大島町には周

防大島町農業委員会の会議規則こういった規則もあります。こういった規則

と矛盾してないですか。むしろ法律に抵触するようなというものもでてくる

んじゃないですか。 
 
これは私の方から報告させていただきましょうか。一番根本は先に農業委員

会私と職務代理者、事務局と協議をするという話にさせてもらったのはすで

に農地法ないしは農地法施行規則施行令それあたりで定められている案件が

あるなら諮ってもしかたないそっち側に入ってないということを確認する必

要がある、上程するにあたって。農業委員会法ないしは他の周防大島町農業

委員会の会議規則ですでに定められておるんがあったらば上程する必要がな

いから提案者に協議する。それにないんならば定める必要があるんだろうと

いうような案件です。最終的に議決されるかどうかは総会で決めればいい話

ですから。角井委員。 
 
今の質問に対してご回答させていただきます。３番の方事務局は提案を受理

したときに審議可能な部分についてなんですけど例えば現行でいいますと農

地の下限面積要件というのはもう定められています。これは国の方だと思い

ます。それをすでに定められているのに対して周防大島町ではやはり５反５

０アールは必要なんじゃないかといったような提案がなされたとしても明ら

かに上部での決定と反する場合にはここで仮に議決を取るというのは今廣岡

会長からもありましたが時間をかけたところで変えることもできない部分、

そういった提案がなされたときにはもうすでに決まっていますよということ

で審議まであげないほうがいいんじゃないですかという提案を事務局の方か

ら提案者にさせていただくということともう一つ会長及び職務代理者に通知

する旨なんですけど私のあくまでイメージになりますが読んでもらって理解

ができない部分、こういったものがあるときにここら辺がわかりにくいので

もう少し説明してくださいとか、ああいったことを事前にしていただくこと
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でこの審議会なりでよりわかりやすく提案に対して説明できるようにしてい

きたいというところでございます。ですので結論が出た状態でここに持ち上

げるというのではなくより分かりやすい形でここに持ってきて審議をしてい

ただくそのためのワンクッションだとご認識いただければと思います。また

５番可決されたルール基準については１期３年は運用するというのは継続運

用は最低でも３年は行いましょうという意味でありまして３年というか１期

ですね、決を採った人間は最低でも３年は１期は運用していきましょうと。

極端な話でいえば最終期に提案された内容について議決を取って人員が変わ

ったときに関しましてはこの３分の１の方と関連があるんですけれども人員

が変わった際に以前にそうやって策定されたルールが望ましくないと思われ

る委員さんがいらっしゃるんであれば１名からでも改廃の提案をしていただ

ければと。こういったルールが定められてますよということで配布していた

だいてそれに対して疑義があれば１名からでも改廃を求めることができる、

という条文になります。なので３年運用したら廃案になるという意味ではあ

りません。田中委員の方はちょっとわからなくなってしまったのですけども

う一度よろしいですか。 
 
この要領でここへ提案しますというものをですね、私が提案しても事務局は

受け取ってくれないでしょうけどたとえば事務局にお願いしますとこれ総会

で出してくださいという風にお願いしたらこっちは総会の議論を経ずに決ま

ってしまう。こっちは総会の議論同じものでも総会の議論が必要。そこの辺

の整理はどうやってやるんでしょうかと。 
 
今の田中委員の質問なんですけど結局農業委員の方から提案する内容ですの

で事務局通そうがここでやろうが結局は農業委員が提案したものという形で

事務局からだれだれが提案したものですという形で審議かけてもらえばいい

んじゃないかと。別に抜け道をね、事務局の方にやれば抜け道になるという

ことはないんじゃないかなという風に思います。 
 
そうであれば抜け道にはならないんですけど例えば１１月の総会で総会運営

の方法を変えますということは別に総会の議論を経ずに事務局から会長でし

たかね提案というかもう一方的にこれで行きますという風に決められたんで

ですね。例えば私がこの提案があってこれを事務局に出して私からの提案と

して審議してくださいと今言われたように言うんだったらいいんですよ。た

だ事務局が今後はこれで行きますという風なこともできるんでしょうからそ

うであれば抜け道になりますよねということを申し上げたんですが。 
 
田中委員さんがおっしゃっているのは総会と審議会に分けたのが急だったけ

どなんでだろうかという話をされているってことですかね。 
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議長 

それはわかりませんよ。 
 
１１月に突然変わったというのはどれの話をされているんかなとちょっと私

わかんなくなってしまって。 
 
議案についてだけやってその他のことは関連する意見については総会外でや

りますよという運営方法になったじゃないですか。それは別に総会で決めた

ってわけじゃなくって事務局がまあわかりませんけど決めたことですよねと

決めれたんですよねと。だからそういう方法でやれば決められるっていうこ

とですよね。総会の議論を経ずに。総会の運営方法すら変えられるんですか

ら別にどんな提案であって内容であっても変えられますよね。 
 
そこの部分については総会は議案として上程しておるやつに限るべきだとい

う指摘を色んな所から受けましたからだから変えたんですよ。それが不満で

すか。なんでいけんのかがわからない。 
 
いやいやそれは総会で決めることじゃないんですかということ。 
 
これ例えば今たたいてるのは審議会ですよね。 
 
今回のやつはまだ総会です。総会の中で議案として計上しておる案件はそれ

を審議するのは総会。 
 
審議会というのは。 
 
審議会というか協議会ですね。 
 
協議会というのは議決を経ない。 
 
総会とは関係ない、議事の内容とは。 
 
そういうことなんで今総会でやっているということですね。やり方が何か変

わったんですか。 
 
基本的には事務局の諸連絡があってそのあと何かご質問はということで色々

総会の議事内容とは関係ない話が出たりしてたんですけどそこは一旦総会は

終わらせてそこから協議会ということで話を進めていっているということで

す。 
 
若干ここは条文自体を確認させていただきますけど周防大島町農業委員会会
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議規則の第７条で総会は通知及び公示をした議案についてのみ審議すること

ができると定められいますから基本的には文書通知をした審議案件に関して

審議をするのが総会、それ以外について審議をするのを協議会と区分をさせ

てもらっています。以前はそれが全部ひっくるめになっていましたから色ん

なとこからの指摘を受けて訂正をかけたのが１１月総会から。 
 
ということであれば要は正しい運用方法に直したという形になるという認識

でよろしいですか。 
 
これに関連して何かご指摘ご意見がありましたら。田中委員。 
 
じゃあ１０月までは間違った運営をしてたということになるんですかね。私

はそういう風には思いませんけど総会の中で色んな農業委員って農業委員会

ってそんな議案に関することだけ今会長が会議規則でそういう風に定まって

いると言われましたけど１０月までは結局その他の色んな農業振興に係る意

見とかも議論されてきたと思うんですよ。でその議論っていうのは結局議案

に直接関係なくても次の総会そののちの総会の議案に関係することだってあ

ると思うんですよね。で無駄な議論をしているようなことは一切ないと思う

んですよこの総会で。でそれを総会この会議規則に則って厳格にというかで

すね協議の意味で捉えてやるって言われるんであれば１０月までの総会の運

営方法が間違っていたということになるんでしょうけどその辺はやはり説明

はもうちょっと丁寧にやってもらわないと。まああの私が１１月から総会を

運営を変えたというのはそれは当たり前のことで当然のことだと言われるん

ですけどいままでですねずっと１０月までその方向でやってきてまあそれを

正しい方法と言われるんであればちょっと私はそこは納得いきませんけど正

しい方法に変えるって言うんだったらそこら辺の説明をですねきちっと理解

してもらわないとやっぱり私が誤解しているって言われるんかもしれません

けどそういう誤解を生みかねないんでちょっとそこらはお願いしたいところ

です。それはそういうことであればいいです。じゃあ事務局から一方的にそ

れを変えるというようなことはないということなんでしょうからまあこの事

務処理要領に基づいてやると。でさっき東谷委員からもありましたけど５番

の３分の１以上の委員が改廃を求めればできますよと前回もこれ申し上げた

んですがここで３分の１を規定してしまうとですね会議規則で定めるその動

議の権限を奪ってしまうんでそこらへんは抵触するんじゃないでしょうかと

質問を前回も差し上げたんですがそれは抵触しないということでよろしいん

ですか。 
 
こちらの３分の１以上という議決に関してなんですがまず今後作られていく

新たな取り組みルールに関して拘束される人員というのがまず農業委員そし

て強いて言って事務局このメンバーに限られます。まず１名からの動議に関
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１３番 

してなんですがこれに関しては議決を経たものと経てないものとで明確に分

ける必要があると私は考えています。人員に関してなんですが議決を経たも

の仮にですが１０人票の賛成１票の反対で議決されたとして翌総会でその１

票の反対の方がこれは問題があると永遠に提起ができるという状況が理論上

は発生します。円滑な運用とはおそらくとても言いがたいその１名の永遠の

問題提起になるんですけれどもこれをルール上は問題ありませんと言ってず

ーっと認め続けるというのは明らかに不備があると私は考えますので３分の

１以上というある程度の人員が問題と認識しているという状況をもって定義

させて決議を経たものを修正していくという段取りの方が妥当ではないかと

考えていますので３分の１、当初は３分の２以上の確か提案をさせていただ

いていたと思うんですけどそれに関しては一文３分の１以上というどこかに

条文があったと思うのでそちらへのすり合わせを行わせていただいたという

経緯だったと思います。以上です。 
 
３分の１以上っていうのは総会の招集権なんでですねそれとはまたちょっと

違う話になるかなと思うんですが要するに今のご説明だとこの会議規則の１

人以上の動議権これを改正しないとこれもちょっとこの会議規則の動議権っ

ていうのは議案提案権っていうのはすべてを網羅しているんで一度決めた新

しく決める議案についても改正する議案についても全部網羅したものなんで

今言った理論が正しいとすればこの会議規則の方を改正したうえで会議規則

があって要領を定めること自体ちょっと私もよくわからないんですがそうで

あれば会議規則をまずは改正する必要があるんじゃないかなと思うんですが

その辺いかがですが。 
 
会議規則に関してはこちらの条文があるということは私も認識しておりませ

んでしたので現時点その条文には私は不備があると思います。なので３分の

１議決を経たものに関しては３分の１以上という追記をすることを次回以降

提案さしていただきたいと思います。 
 
ということは要領はどういう風にされるか会議規則があって要領が先に定ま

ってしまうと会議規則に抵触してしまうことになるんで今のご説明だとまず

会議規則の改正をしてそれから要領を定めるんであれば要領を定めるべきだ

と思うんですが。 
 
条項の説明をさせていただきます。会議規則そのものは総会の議案に関して

の会議規則なので農業委員からの提案事項に関して今回総会に諮ってますか

らその部分に絡むんかもしれませんけれど。基本的には総会の議決に絡む案

件が会議規則になります。 
 
いや会議規則は総会でこの事務処理要領はじゃあ何をどういう範疇なんです
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議長 
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かね。 
農業委員提案に係る協議の案件に関しての議決です。 
 
それは総会の議案ということじゃないんですか。すなわち。 
 
今総会で行っておりますのでこちらに関しては私は総会の議案として認識し

ております。なので現時点１名からの動議というのは当然上位文章が生きて

おりますのでそちらが妥当であると考えます。 
 
じゃあこの事務処理要領はどうされるんですかね。このままここで議決され

てこれが正式に公布されれば施行されればこの会議規則と抵触することにな

りますけど。 
 
会議規則に抵触すると考えられることに関しましては二通りやり方があると

思います。現時点この３分の１を活かしたまま議決を経て施行する後に条文

の方からの修正を持って整合性を取る、あくまでこれは賛成多数で議決され

た場合の話をさせていただいているんですけれども。もう一つはここの部分

を１名からに変更しておいて条文の方への加筆修正を行った後こちらの修正

を改めて諮るこの２点です。 
 
それはわかるんですけどだから今例えば今日から要領施行しますよというこ

とになるとこの会議規則を改正するまでの間は会議規則に抵触する要領とい

うことになるからそれは好ましくないですよねと。だからその議論がありま

すよとだから会議規則を改正する必要が一人以上の動議というのを改正する

必要があるんであればまずは会議規則を改正してからそれからこの要領の策

定をするべきじゃないんか。まあ最悪この要領の施行日をもっと会議規則の

改正後というようなことにするべきじゃあないんかなとは思いますけど。以

上です。 
 
先ほど角井委員が言われたのは後の方は１名で議決しておいてという話です

よね。１名で議決してその後会議規則あたりの修正があったらば３分の１に

変えることもある。 
 
今の規約の改正の件ですけども田中委員が言っている会議規則、周防大島町

農業委員会の会議規則だと思いますけどもこの中に第１４条に総会の議事は

出席委員の過半数で決するとこのように書かれています。こうした中また新

たにこっちの方は別ですよという形でルールを３分の１の農業委員この件に

関して農業委員の提案事項案に関しては３分の１。それとまた私結論から言

いますと今回こういった問題長くやっていますけれども取りやめたらどうで

すか。必要であればこれから色んな部会を設けて早急性がないわけですから
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時間をかけて時間ならいくらでもあると思います。忙しいけれどもそういっ

た時間は取れると思いますのでそういった時間にみんなが納得するような農

業委員会で話し合ってどうするかというのを決めていけばいいんじゃないで

すか。それで大島町の農業委員会の会議規則の中にもう一つ第１１条に書か

れてますけれども委員は議案について自由に質疑し及び意見を述べることが

できるとこのように大島町の農業委員会の会議規則にあります。こういった

正当性が全くないし一応もうちょっと時間をかけて今日結論を出すんじゃな

くて別の機会にまた時間かけてまたゆっくりやっていけばいいんじゃないか

と思います。 
 
今回ご提案させていただいたのがですねそもそもとしては大分以前に田中委

員さんが口頭で事務局に対して説明をするそれに対して口頭で廣岡会長が応

答し続けまして率直に言うと置いてけぼりになった審議に参加できない審議

という機会が何回かあったと思います。こういった問題を受けましてより審

議に参加しやすい理解しやすいような形を模索して私なりにの回答というか

提案として今回の事前に提案があるものについては事前に書面で提案し内容

が参加農業委員によりわかりやすくすることで審議のより良い審議というの

をできないかというところから始まっております。かなりこの文書が固く難

しくなってきておるんですけれども今回提案した中で一番重要な部分といた

しましては事前に書面でわかりやすく出しましょう事務局さんの手続きとい

うか書類送付とかのこともありますので期限に関しては他の総会の締め切り

に合わせるのが処理としても妥当ではないかという部分。この２点が決めら

れれば十分だったんですけどもかなりいろいろな修正案等いただきましてだ

んだん難しくなっている。もう一点３分の１がどうだこうだという話に関し

てなんですけれども３分の１というのはあくまで議決後の提案者を想定して

おります。これは修正が必要なんじゃないですかっていう提案を３分の１以

上がされるんであれば修正について審議するのに対しても一定の利があるだ

ろうということで３分の１あくまで議決に関しては過半をもって決するなの

でこの整合性がおかしいですということは私はないと考えています。以上で

す。 
 
私もその書面化するっていうことは賛成なんでですね今角井委員が言われた

ようにその質疑というところを書面化するということであれば私はそれだけ

決めてこの事務処理要領とかで堅苦しいもんじゃなくてまあ申し合わせ事項

みたいな形でみんなに周知して共有を図るという程度でいいんじゃないかと

思うんですけど。それとまあ質疑を事前に通告した場合にですね答弁の方も

事前に通告してもらわないとその目的を果たせませんし皆さんにその総会の

際に質疑答弁の内容をまあ再質問とか再答弁まではいりませんけど一応質疑

答弁の内容は書面で配布して情報共有を図るというぐらいまでしないと目的

を果たせないのかなと思いますけどそこらを決めるぐらいでいいんじゃない
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ですかね。 
すいませんいろいろ一つ一つ頭に残った部分から回答させていただきます。

書面の質問が出てそれに対しての回答者が書面での回答を質問者に対してす

るというのはおそらく事務局側からその通知が来るまでの時間というのがあ

りますので準備ができる場合とできない場合があると思います。その事前に

回答するというのがですね。ですので質問状を受け取って総会の時にそれに

対しての回答を提示するというのが現実的には委員側として可能なラインで

はないかと考えています。現行このルールの策定に関してなんですけれども

申し合わせ事項でも一向に個人的にはかまいません。これに関しては。ただ

今後色んな提案が出てくると思います。例えば農業委員として新規就農者の

支援をもう少しするために話を聞きとってみないかとか、ああいった提案が

なされたときにやはり口頭でここでぽっと提案するよりはちゃんとこういう

書面でどういう目的をもってそういうことがしたいのかと言って結論として

はどこまでができるのかというのはまあわかんないですけども農業委員とし

て問題を聞き取って農業委員の活動範疇の中で支援できる部分があれば支援

しようみたいな新しい取り組みといったことも一定こういうルールを作った

うえであれば逆に提案がしやすくなると私は考えています。いままでだった

らどういう風にしたら提案ができるんだろうかというアウトラインまったく

ない状態だったので強いて言えば今回 A４の紙にまとめて出して印刷のこと

も考えて A４の紙にまとめて出してください、その期限は総会の書類の締切

期限でこの議決を経ないでただ申し合わせ事項で終わらせてしまうと今度誰

がそれに納得したのかといって結局書面で出す方と口頭で言う方と統一が図

れないのでこの辺りは決を採って過半数の賛成者がいましたのでみなさんこ

の取り組みをやっていきましょうという形が一番スマートだと考えていま

す。田中委員さんから制定日の質問も確か以前いただいているんですけども

これに関しては議決をもって制定日としてしまうのが事務処理上も一番スマ

ートであると考えますのでこの部分でよいかあるいは翌総会での配布をもっ

てとするのであれば翌総会の開催日の日付を付ける程度の制定日になるんじ

ゃないかといます。以上です。 
 
もう最後にしますけど私が一番懸念しているのは何度も申し上げますがこの

会議規則に抵触する要領を定めることはできないんじゃないかと。議決を経

る以上ですねやっぱりそこはきちっと外形的にですね満足した形でないとい

ずれ会議規則を改正するにしてもやはりそこは矛盾しないようにきちっとし

た議案をもって議決するべきだと思います。今日はちょっと採決は難しいん

じゃないかと思いますけどあとは議長にお任せをします。 
 
原状この文章の中で整合性がとれないというのはおそらく３分の１の部分だ

と思います。こちらを１名と修正させていただければと思います。 
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ここに関して局長さんから指摘あってるのは提案事項の改廃以降４の議決以

降に関しましては動議及び議決の方法等については会議規則に準ずるものと

するということに修正されたらどうかというご提案もありますから会議規則

に基づくということでここは整合性を図るということになるのかと思いま

す。周防大島町農業委員会における議決を伴う農業委員提案事案の審議取扱

要領という表現をさせてもらったのはこれは私の意見です。一番初っ端角井

委員が提案された段階で普通のペーパーでしたからそのまま一件綴りに閉じ

込められてわからんようになるんではないかと初っ端に角井委員から提案が

あったときの指摘事項だったと思いましたからそれでちょっと要領という形

にしたんですけれども要領ではなく申し合わせ事項、農業委員提案事案の申

し合わせ事項という表現でもいいんですかね。そのあたりであとは農地法関

係事務処理要領の中に綴じこんでおくのかなと今思っておりますけど。議決

以降に関しては周防農業委員会会議規則に準ずるというような表現でそこは

整合性を図ることで統一されてはいかがかと思っておりますけどいかがでし

ょう。 
 
異議はございません。 
 
他にご意見はありますか。趣旨そのものは大体ご理解がいただけると思いま

すが。議決の方法論についてずっと今議論があって周防大島町農業委員会会

議規則に準ずるという表現をさせてもらったらばそこについての疑義はそん

なにないんだろうと思われますがいかがでしょう。一番根本は一番初っ端は

田中委員からのご提案があった案件に関して僕と議論になってしまって特に

一年目の農業委員の方々が議論に参加できなかった案件、長時間にわたって

拘束してしまったことから始まったこの要領申し合わせ事項ということで理

解をしておりますけれども。 
 
議論の内容がよく伝わらなかったということはまあ私も反省しなければいけ

ないと思いますけどそうであればやっぱりさっき言ったように質疑回答それ

はちゃんとペーパーにして皆さんに渡さないと同じことですよね。質疑だけ

事務局に渡ってそのままでは皆さん何もわからないここでまた私が質疑して

事前に通告したことをそのまま質疑したところで皆さんには伝わらない同じ

ことなんでやっぱり質疑回答は事前に配布すべきだと思います。それと４番

以降を修正されるってことであれば議案ですから今回は取り下げてちょっと

そんな拙速にですね提案する必要もないと思いますのでしっかり内部ってい

うかですね提案者の方それから水面下でちょっとよく調整をされて提案され

るなら議案として出していただきたいと思います。 
 
修正案等がかなりありますので本日の決というのはなくてもいいのかなと所

見として持っております。ただ事前に微調整をしてから提案するというのは
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議長 

かなり特に新しく入られた方からの提案というのはだんだん難しくなると思

うので提案自体は今後も１名から遠慮なくしていただくのがよいと考えてい

ます。回答の方の書面送付に関してなんですけど質問の締め切りが総会の締

め切り。 
 
事前送付じゃなくてこの場で配布をすべきじゃないんですかと。 
 
回答の書面、提案同封するというかこの総会の際に配布するというのはよい

と思います。提案者が書面を準備できるかどうかというのはわからないので

事務局側に回答をお伝えして事務局側に書面を作っていただくといった形式

の場合もあると思いますが自分で準備できるんであれば自分で書面を準備し

準備できないんであれば質問に関しての回答を事務局にお伝えすることでそ

れを書面化していただくというのはありだと思います。 
 
提案者である角井委員から本日の議決に関しては取り下げるということでし

たから修正案を次回上げるかどうかはまた協議をさせていただきます。です

から今日の審議議決は避けます。続いて、日程４、報告事項１、農地現況証

明願による現況証明について、事務局より説明をお願いいたします。 
 
はい、日程４報告事項１、農地現況証明願による現況証明についてご報告い

たします。東三蒲、小泊にて２件の現況確認を行い、非農地の判断をいたし

ました。理由は備考欄のとおりとなります。各農業委員さんにご確認いただ

きましたのでご報告いたします。資料は 13 ページから 17 ページをご覧くだ

さい。報告は以上です。 
 
ただいまの事務局の報告に、ご質問などはありませんか。特にご質問などが

無いようでしたら皆様のご了承をお願いいたします。最後に諸連絡について、

事務局よりお願いいたします。 
 
次回総会開催日は２月１５日（木）午前９時３０分から 場所は、久賀庁舎

３階会議室を予定しております。議案送付は２月５日（月）までを予定して

おります。宮本委員の提案について本日お配りしておりますので、総会終わ

った後にお話できたらと思います。 

 

では、以上をもちまして第９９回周防大島町農業委員会総会を閉会いたしま

す。長時間の審議、ご苦労様でした。 
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 上記は、令和６年１月１５日開催の第９９回周防大島町農業委員会総会の
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